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（仮）動画チャレンジ企画

【概要】
（仮称）子ども条例制定に向けた周知と、市全体で楽しみながら条例を作るための動画チャレ

ンジ企画

【目的】
（仮称）子ども条例の検討を行うに当たって、当事者である子どもも含めた地域一体となって

条例を制定するため、市全体で楽しみながら気軽に条例や権利について触れるきっかけを作り、
条例の周知と子どもの権利への理解促進を目的に、動画チャレンジ企画を開催する。また、動画
チャレンジ企画に投稿された動画を通して、条例制定や今後の子ども施策に反映させる。

【周知方法】
チラシを作成する。メインターゲットは中高生～20代前後の若者とする。
・市内の中学生：学校を通じて依頼
・高校生～大人：狛江高校に配布、LINE、広報こまえ、市HP、こまえ子育てねっと、市内公共
施設、掲示板

【募集内容・テーマ】
以下のテーマに関する動画を作成する。

テーマ（案）
・ 子どもの権利の４つの原則をキャッチ―に１分でまとめてみよう！
・ 子どもの権利が侵害されているときってどんなとき？権利を守るためにこうしていこう！

NGとOKな場合
・ 「狛江の好きなところ/狛江と言えば？」 と 「もっとこうなってくれたら嬉しいなと思う

ところ」
・ 「狛江に住んでて感じているモヤモヤ」 と 「どう変わってくれると嬉しいか」

動画の中で以下の内容（文言）を必ず含むこと。
・ 狛江
・ 子ども条例をみんなで作っていこう！（文言修正可）

論点①
募集のテーマ数（１つのテーマに限定するか、
複数から選択できるようにするか）
論点②
募集のテーマ設定について
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【提出物】
・ 9：16 の縦型動画で１分以内のもの
・ １人につき複数応募可

【応募方法】
①Instagramでハッシュタグ「#狛江」「#（仮）みんなの声で狛江が変わる動画チャレンジ」をつ
けて動画を投稿
②こまえ子育てねっとの応募フォーム（logo フォーム）から必要情報を入力して送信
・ アカウント名
・ 在住/在勤/在学のチェック
・ 氏名、住所、連絡先（TEL/メールアドレス）
・ 年代（小学生以下/中学生/高校生/18 歳以上～20歳未満/20 代～～70代/80 代以上）
・ 注目/PRポイント
・ 動画のURL
・ 規約（企画に関する注意事項、個人情報や保護者の承諾確認、動画の広報活動へ使用許諾な

ど）
③受付完了

【応募資格】
市内に在住・在勤・在学の方（18歳未満は保護者の承諾が必要）
Instagramのアカウントをお持ちの方

【応募期間】
令和７年１月 20日（月）～２月 19日（水）（予定）

【参加特典】
抽選で 40 名に 5,000 円分のQUOカードをプレゼント
抽選結果は２月～３月中に発表予定

【動画チャレンジ企画実施後】
・ こまえ子育てねっと上に実施結果を掲載する。


